厚沢部町ゼロカーボン化推進補助金に係るQ＆A

１　太陽光発電設備（自家消費型）とは何ですか。
　　本補助金により導入する太陽光発電設備で発電した電力量のうち、30％以上を自家消費することを前提に設置する太陽光発電設備のことをいいます。また、12か月分の自家消費率を太陽光自家消費率報告書（別記様式第16号）によりご報告をお願いいたします。なお、12カ月分の自家消費率が平均30％未満となった場合は、交付した補助金を返還していただくこととなりますのでご注意ください。

２　町の補助金以外にも国の補助金を併用することができますか。
　　厚沢部町は令和６年９月に環境省の「脱炭素先行地域」に選定され、本補助金は環境省から町へ交付される「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用しています。
そのため、太陽光発電設備を導入する場合は国等の補助制度と併用して補助を受けることができませんので、ご注意ください。
なお、蓄電池及び電動自動車充（放）電設備は国等の補助制度を併用できます。

３　新築住宅の定義を教えてください。
　　本補助金における新築住宅とは、建設工事が完了した日が当該年度に属する住宅のことをいい、それ以外の住宅は全て既存住宅となります。

４　事業着手日とは何ですか。
事業着手日は、契約締結日又は工事着工日のいずれか早い日のことをいいます。
交付決定前に事業着手すると補助金の対象になりません。

５　申請方法を教えてください。
当町政策推進課脱炭素推進係へ郵送若しくは持参してください。

６　交付申請前に事業着手しても問題ありませんか。
交付申請日より前に事業着手した場合、補助金の対象になりません。町からの交付決定通知日以降に事業着手してください。ただし、補助金の交付決定日前において早期に事業着手しなければならないやむを得ない理由がある場合は、補助金の交付申請日以降であれば事業着手することは可能です（やむを得ない理由と認められた場合に限る。）。
７　どの時点で交付申請したとみなされますか。
要綱で定められた交付申請に必要な書類が全て揃い内容の審査が完了した日が申請日となります。

８　申請の締め切り日はいつですか。
本補助金の予算額に達しましたら、当該年度の募集は締め切ります。

９　所有者に代わり家族が申請することができますか。
設備を設置する住宅に住んでいるご家族であれば申請可能ですが、原則、添付書類の全てが申請者名義でなければなりません。

10　前年度に設置した対象機器の交付申請をしても補助の対象となりますか。
設置済み又は既に事業着手している対象設備については、補助の対象にはなりません。

11　新築住宅で申請していますが、申請期間に住民票を移すことができない場合、補助の対象になりますか。
申請期間内に住民票を移せない場合は、補助の対象になりません。実績報告時には新築住宅に転居している必要がありますので、転入・転居届の手続きを済ませてください。

12　申請者以外の名義の口座に補助金を振り込んでもらうことはできますか。
原則、申請者名義の口座への振り込みになります。

13　申請書類に不備がある場合でも受け取ってもらえますか。
申請書類に不備がある場合は受理できません。予算が残り少ない場合は混み合う可能性がありますので、再度ご用意していただく間に受付が終了することも考えられます。

14　建売住宅に設置された対象機器は、補助の対象となりますか。
この場合、既に対象機器が取り付けられていることから、交付申請前に事業着手をしていることになりますので補助対象外になります。ただし、建売住宅を購入した後に取り付ける対象機器については、補助の対象となります。

15　リースでも補助の対象になりますか。
対象システムを購入し、設置する者が条件となるため、リースは補助の対象になりません。

16　系統連系の申し込みをしましたが、まだ完了していない場合でも受け付けてもらえますか。
系統連系契約の申請状態が受付済であることがわかる書類の添付があれば、申請可能です。

17　中古住宅を購入した場合は、補助の対象となりますか。
既に対象機器が設置されている中古住宅を購入した場合は、補助の対象になりません。中古住宅購入後に取り付ける対象機器については、補助の対象となりますので、必ず事業着手する前に交付申請をしてください。

18　交付申請した対象機器を変更したい場合、どのような手続きが必要ですか。
申請後、対象機器を変更する場合は変更承認申請書（別記様式第４号）を提出してください。審査後、決定した内容について、内容変更承認書（様式第５号）を発行します。必ず対象機器を設置する前に提出してください。

19　厚沢部町に転入予定ですが、補助金の交付申請は可能ですか。
可能です。ただし、実績報告書（別記様式第８号）の提出期限（問11参照）までに厚沢部町に転入する必要があります。

20　セカンドハウスに対象機器を設置した場合も補助の対象になりますか。
厚沢部町の住民基本台帳に記録されている住所での設置でない場合は、補助対象になりません。

21　施工業者と工事請負契約を結ばない工事やDIYで工事を行う場合は対象になりますか。
補助対象になりません。施工業者と書面による工事請負契約を結ぶ工事のみ補助対象となります。申請者自らが施工する場合や売買契約、レンタル契約等による施工も対象になりません。


22　太陽光発電設備の屋根貸し（PPA、０円ソーラー）やリースについては、補助の対象になりますか。
本補助金は申請者自身で購入し、申請者の敷地内に設置し発電する設備を補助対象としているため、屋根貸しやリースは補助の対象にはなりません。

23　新築・既存住宅のどちらでも補助を受けることはできますか。
　　どちらも補助の対象となります。

24　FIT・FIPの認定を取得しないことが補助要件ですが、余剰電力は売電できないということでしょうか。
FIT・FIP以外による売電（非FIT・非FIP）は可能です。ただし、自家消費率30％以上とする必要があります。

25　自家消費で生じたCO₂排出削減量（環境価値）をＪ－クレジット制度などを活用し、売却できますか。
当事業を活用し導入した太陽光発電設備で生じたCO₂排出削減量（環境価値）を、Ｊ－クレジット制度などを活用して売却することは認められておりません。

26　積雪や悪天候により工期が伸びて、申請期間内に提出書類が間に合わない場合はどうなりますか。
申請期間が過ぎた場合、補助の対象にはなりません。積雪や悪天候も想定し、申請期間内に手続きが完了できるよう余裕を持った工期を設定してください。

27　太陽光発電設備を増設する場合、増設分を申請することはできますか。
太陽光発電設備を設置済みの方については、増設分は対象とはなりません。

28　太陽光発電自家消費率報告書の発電量と売電量の確認方法を教えてください。
１月ごとの発電量と売電量がわかる数値が明記された資料を添付してください。例えば、専用のモニターやスマートフォンで管理できる専用アプリで表示される画面のスクリーンショット等が挙げられます。数値が明記されていない資料だと自家消費率の確認ができませんので、提出の際は数値がわかるように報告してください。

29　太陽光発電設備の補助対象外経費を教えてください。
北海道電力株式会社への申請費、保証料などが補助対象外経費となります。
30　対象機器をネット販売で購入しても対象となりますか。
補助対象とはなりません。
